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規　　　　　則

　県税の課税免除等の特例に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
宮崎県規則第18号
　　　県税の課税免除等の特例に関する条例施行規則の一部を改正する規則
　県税の課税免除等の特例に関する条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第８号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（不動産取得税の課税免除又は不均一課税の申請）
第４条　不動産取得税の課税免除又は不均一課税の適用を受けよう
　とする者は、特例条例第２条第２号、第３条第２号、第４条第１
　号、第５条第１号若しくは第７条第１項又は第６条第２号若しく
　は第７条第２項第２号に規定する家屋及びその敷地となる土地の
　取得に対して課する宮崎県税条例（昭和29年宮崎県条例第19号）
　第38条第１項の規定による不動産取得税を申告する日までに、不

　（不動産取得税の課税免除又は不均一課税の申請）
第４条　不動産取得税の課税免除又は不均一課税の適用を受けよう
　とする者は、特例条例第２条第２号、第３条第２号、第４条第１
　号、第５条第１号若しくは第７条第１項又は第６条第２号若しく
　は第７条第２項第２号に規定する家屋及びその敷地となる土地の
　取得の日から60日以内に、不動産取得税課税免除（不均一課税）
　申請書（別記様式第２号）を所長に提出しなければならない。た



宮　崎　県　公　報令和 ５ 年 ３ 月 30 日（木曜日）　第 394 号

─ 2 ─

　動産取得税課税免除（不均一課税）申請書（別記様式第２号）を
　所長に提出しなければならない。

　だし、その期間内に提出することができないやむを得ない理由が
　あると知事が認めたときは、この限りでない。

　　　　　　　　　　　　　　「
　　　　　　 

　別記様式第１号（その１）中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　「

　別記様式第１号（その１の２）中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　「

　別記様式第１号（その２）中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　県税・総務事務所長　殿
　　　　　　　年　　月　　日

申
請
者

住　所

氏　名

　

県税・総務事務所長　殿
　　　　年　　月　　日

申
　
請
　
者

住 所

氏 名

電話番号

　　県税・総務事務所長　殿
　　　　　　　 年　　月　　日

申
請
者

住 　 所

氏 　 名

　

県税・総務事務所長　殿
　　　　年　　月　　日

申
　
請
　
者

住 所

氏 名

電話番号

　
　県税・総務事務所長殿
　　　　　年　　月　　日

申
　
請
　
者

住 所

氏 名

事務所又は事
業所の所在地

　

県税・総務事務所長　殿
　　　　年　　月　　日

申
　
　
請
　
　
者

住 所

氏 名

事務所又は事
業所の所在地

電 話 番 号

　　 　付

　受　　　　印

　　 　付

　受　　　　印

　　 　付

　受　　　　印

　　 　付

　受　　　　印

　　 　付

　受　　　　印

　　 　付

　受　　　　印
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　別記様式第１号（その３）中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　「

　
　
別記様式第１号（その３の２）中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　「

　別記様式第２号（その１）中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同様式備考中２を削り、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
３を２とし、４を３とする。

　
　県税・総務事務所長　殿
　　　　　　年　　月　　日

申

請

者

住 所

氏 名

代表者氏名

　

県税・総務事務所長　殿
　　　　

年　　月　　日

　
申
　
請
　
者

住 所

氏 名

代表者氏名

電 話 番 号

　県税・総務事務所長　殿
　　　　　　年　　月　　日

申
請
者

所 在 地
名 称
代表者氏名

　
県税・総務事務所長　殿
　　　　年　　月　　日

申

請

者

所 在 地
名 称
代表者氏名
電 話 番 号

　
　県税・総務事務所長　殿
　　　　　　年　　月　　日

申
　
請
　
者

住 所
（所在地）
氏 名
（名　称）
代 表 者
氏 名

　

県税・総務事務所長　殿
　　　　

年　　月　　日

申
　
　
請
　
　
者

住 所
（所在地）
氏 名
（名　称）

代表者氏名

電 話 番 号

　　 　付

　受　　　　印

　　 　付

　受　　　　印

　　 　付

　受　　　　印

　　 　付

　受　　　　印

　　 　付

　受　　　　印

　　 　付

　受　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　「
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　別記様式第２号（その１の２）中
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同様式備考中２を削り、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
３を２とし、４を３とする。
　別記様式第２号（その３）を次のように改める。

　
　県税・総務事務所長　殿
　　　　　　年　　月　　日

申
　
請
　
者

住 所
（所在地）
氏 名
（名　称）
代 表 者
氏 名

　

県税・総務事務所長　殿
　　　　年　　月　　日

申
　
　
請
　
　
者

住 所
（所在地）
氏 名
（名　称）

代表者氏名

電 話 番 号

　　 　付

　受　　　　印

　　 　付

　受　　　　印
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　　　　　　　　　「

　別記様式第４号中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　（用紙に関する経過措置）
２　この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の県税の課税免除等の特例に関する条例施行規則の規定に定める様式による用紙
　は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　生活保護法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
宮崎県規則第19号
　　　生活保護法施行細則の一部を改正する規則
　生活保護法施行細則（昭和57年宮崎県規則第44号）の一部を次のように改正する。
　別記様式第40号を次のように改める。

　
　宮崎県知事殿
　　　　　年　　月　　日

申
　
請
　
者

住 所
（所在地）
氏 名
（名　称）
代 表 者
氏 名

　

宮崎県知事　殿
　　　　年　　月　　日

申
　
　
請
　
　
者

住 所
（所在地）
氏 名
（名　称）

代表者氏名

電 話 番 号

　　 　付

　受　　　　印

　　 　付

　受　　　　印
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　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改正前 改正後

様式第43号（第22条関係）
　　［略］
　　　　　　※上記の支店名・口座番号・口座名義人が確認できる
　　　　　　通帳の写しなどの書類を添付してください。

様式第43号（第22条関係）
　　［略］
　　　　　　※　上記の支店名・口座番号・口座名義人が確認でき
　　　　　　　る通帳の写しなどの書類を添付してください。
　　　　　　※　この給付金においては公金受取口座登録制度の適
　　　　　　　用がありませんので、公金受取口座の登録をしてい
　　　　　　　る場合も上記に記載をお願いいたします。

　　　附　則　　
　（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
　（用紙に関する経過措置）
２　この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の生活保護法施行細則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項
　を適宜補正して使用することができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する
。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県規則第20号
　　　指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の一部を改正する規則
　指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則（平成11年宮崎県規則第57号）の一部を
次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（指定等の申請）
第２条　法第70条第１項若しくは第86条第１項の指定の申請、法第
　94条第１項若しくは第 107条第１項の許可の申請又は法第 115条
　の２第１項の指定の申請は、指定居宅サービス事業者（介護保険
　施設、指定介護予防サービス事業者）指定（開設許可）申請書（
　別記様式第１号）に知事が別に定める書類を添えてしなければな
　らない。

　（申請、届出等の様式）
第２条　次の各号に掲げる申請、届出その他の行為は、知事が別に
　定める様式により、知事が別に定める書類を添えて行わなければ
　ならない。
　（１）　法第70条第１項若しくは第86条第１項の規定による指定の
　　申請、法第94条第１項若しくは第 107条第１項の規定による許
　　可の申請又は第 115条の２第１項の規定による指定の申請
　（２）　法第70条の２第４項（法第 115条の11において読み替えて
　　準用する場合を含む。）において準用する法第70条第１項若し
　　くは法第86条の２第４項において準用する法第86条第１項の規
　　定による指定の更新の申請、法第94条の２第４項において準用
　　する法第94条第１項若しくは法第 108条第４項において準用す
　　る法第 107条第１項の規定による許可の更新の申請又は旧法第
　　 107条の２第４項において準用する旧法第 107条第１項の規定
　　による指定の更新の申請
　（３）　法第70条の３第１項の規定による指定の変更の申請
　（４）　法第71条第１項ただし書又は第72条第１項ただし書（法第
　　 115条の11において読み替えて準用する場合を含む。）の規定
　　による申出
　（５）　法第75条第１項、第89条、第99条第１項、第 113条第１項
　　、第 115条の５第１項又は旧法第 111条の規定による変更の届
　　出
　（６）　法第75条第１項、第99条第１項、第 113条第１項又は第 1
　　15条の５第１項の規定による再開の届出
　（７）　法第75条第２項、第99条第２項、第 113条第２項又は第 1
　　　15条の５第２項の規定による廃止又は休止の届出
　（８）　法第91条又は旧法第 113条の規定による指定の辞退
　（９）　法第94条第２項又は第 107条第２項の規定による変更の許
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　（指定等の更新）
第３条　法第70条の２第４項（法第 115条の11において準用する場
　合を含む。）において準用する法第70条第１項若しくは法第86条
　の２第４項において準用する法第86条第１項の指定の更新の申請
　、法第94条の２第４項において準用する法第94条第１項若しくは
　法第 108条第４項において準用する法第 107条第１項の許可の更
　新の申請又は旧法第 107条の２第４項において準用する旧法第 1
　07条第１項の指定の更新の申請は、指定居宅サービス事業者（介
　護保険施設、指定介護予防サービス事業者）指定（開設許可）更
　新申請書（別記様式第２号）によってしなければならない。
　（指定の変更）
第３条の２　法第70条の３第１項の規定による指定の変更の申請は
　、指定特定施設入居者生活介護指定変更申請書（別記様式第２号
　の２）によってしなければならない。
　（指定居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出）
第４条　法第71条第１項ただし書又は第72条第１項ただし書（法第
　 115条の11において準用する場合を含む。）の申出は、指定を不
　要とする旨の申出書（別記様式第３号）によってしなければなら
　ない。
　（変更等の届出）
第５条　法第75条、第89条、第99条、第 113条、第 115条の５又は
　旧法第 111条の規定による届出は、変更に係るものにあっては変
　更届出書（別記様式第４号）によって、事業の再開に係るものに
　あっては再開届出書（別記様式第５号）によって、事業の廃止又
　は休止に係るものにあっては廃止（休止）届出書（別記様式第５
　号の２）によってしなければならない。
　（指定の辞退）
第６条　法第91条又は旧法第 113条の規定による指定の辞退は、指
　定辞退届出書（別記様式第６号）によってしなければならない。
　（介護老人保健施設の変更の許可の申請）
第７条　法第94条第２項の規定による変更の許可の申請は、介護老
　人保健施設開設許可事項変更申請書（別記様式第７号）によって
　しなければならない。
　（介護老人保健施設の管理者の承認の申請）
第８条　法第95条第１項又は第２項の承認の申請は、介護老人保健
　施設管理者承認申請書（別記様式第８号）によってしなければな

　　可の申請
　（10）　法第95条第１項若しくは第２項又は法第 109条第１項若し
　　くは第２項の規定による承認の申請
　（11）　法第98条第１項第４号又は第 112条第１項第４号の規定に
　　よる許可の申請
　（12）　旧法第 108条第１項の規定による申請

　らない。
　（介護老人保健施設の広告の許可の申請）
第９条　法第98条第１項第４号の許可の申請は、介護老人保健施設
　広告事項許可申請書（別記様式第９号）によってしなければなら
　ない。
　（介護医療院の変更の許可の申請）
第10条　法第 107条第２項の規定による変更の許可の申請は、介護
　医療院開設許可事項変更申請書（別記様式第10号）によってしな
　ければならない。
　（指定介護療養型医療施設の指定の変更の申請）
第11条　旧法第 108条第１項の規定による申請は、指定介護療養型
　医療施設指定変更申請書（別記様式第11号）によってしなければ
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　ならない。
　（介護医療院の管理者の承認の申請）
第12条　法第 109条第１項又は第２項の承認の申請は、介護医療院
　管理者承認申請書（別記様式第12号）によってしなければならな
　い。
　（介護医療院の広告の許可の申請）
第13条　法第 112条第１項第４号の許可の申請は、介護医療院広告
　事項許可申請書（別記様式第13号）によってしなければならない
　。
第14条・第15条　［略］
　（市町村等への情報提供）
第16条　知事は、介護保険事業者等に関する情報のうち、次に掲げ
　る事項の全部又は一部を、市町村、宮崎県国民健康保険団体連合
　会その他の機関に提供することができる。
　（１）  第14条各号及び前条第２項各号に掲げる事項
　（２）〜（５）　［略］
第17条　［略］

第３条・第４条　［略］
　（市町村等への情報提供）
第５条　知事は、介護保険事業者等に関する情報のうち、次に掲げ
　る事項の全部又は一部を、市町村、宮崎県国民健康保険団体連合
　会その他の機関に提供することができる。
　（１）  第３条各号及び前条第２項各号に掲げる事項
　（２）〜（５）　［略］
第６条　［略］

　別記様式第１号から別記様式第13号までを削る。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和５年５月１日から施行する。
　（用紙に関する経過措置）
２　この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指
　定等に関する規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
宮崎県規則第21号
　　　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則
　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（平成26年宮崎県規則第32号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（医療保護入院者の入院届）
第12条　法第33条第７項の規定による届出は、次の各号に掲げる届
　出の区分に応じ、当該各号に定める様式によってするものとする
　。
　（１）  法第33条第１項又は第３項の規定による措置に係る届出
　　医療保護入院者の入院届（別記様式第10号）
　（２）  法第33条第４項後段の規定による措置に係る届出　特定医
　　師による医療保護入院者（第33条第１項・第４項又は第33条第
　　３項・第４項）の入院届及び記録（別記様式第11号）

　（医療保護入院者の入院届）
第12条　法第33条第７項の規定による届出は、次の各号に掲げる届
　出の区分に応じ、当該各号に定める様式によってするものとする
　。
　（１）  法第33条第１項又は第２項の規定による措置に係る届出
　　医療保護入院者の入院届（別記様式第10号）
　（２）  法第33条第３項後段の規定による措置に係る届出　特定医
　　師による医療保護入院者（第33条第１項・第３項又は第33条第
　　２項・第３項）の入院届及び記録（別記様式第11号）

　別記様式第８号を次のように改める。
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　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改正前 改正後

様式第９号（第10条関係）
　　［略］

　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１　［略］

　２　［略］
様式第10号（第12条関係）
　　［略］

　　［略］
　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１　［略］
　２　「今回の入院年月日」の欄は、今回貴病院に入院した年月日
　　を記載し、「入院形態」の欄にそのときの入院形態を記載する
　　こと（特定医師の診察による入院を含む。その場合は、「第33
　　条第１項・第４項入院」、「第33条第３項・第４項入院」又は
　　「第33条の７第２項入院」と記載すること。）。
　　　なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載するこ
　　と。
　３〜６　［略］

　７〜10　［略］
様式第11号（第12条関係）
　　　　特定医師による医療保護入院者（第33条第１項・第
　　　　４項又は第33条第３項・第４項）の入院届及び記録
　　［略］

　　［略］

様式第９号（第10条関係）
　　［略］

　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１　［略］
　２　「措置症状の消退を認めた精神保健指定医氏名」の欄は、精
　　神保健指定医自身が署名すること。
　３　［略］
様式第10号（第12条関係）
　　［略］

　　［略］
　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１　［略］
　２　「今回の入院年月日」の欄は、今回貴病院に入院した年月日
　　を記載し、「入院形態」の欄にそのときの入院形態を記載する
　　こと（特定医師の診察による入院を含む。その場合は、「第33
　　条第１項・第３項入院」、「第33条第２項・第３項入院」又は
　　「第33条の７第２項入院」と記載すること。）。
　　　なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載するこ
　　と。
　３〜６　［略］
　７　「入院を必要と認めた精神保健指定医氏名」の欄は、精神保
　　健指定医自身が署名すること。
　８〜11　［略］
様式第11号（第12条関係）
　　　　特定医師による医療保護入院者（第33条第１項・第
　　　　３項又は第33条第２項・第３項）の入院届及び記録
　　［略］

　　［略］
　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１〜６　［略］

　７〜10　［略］
様式第12号（第13条関係）
　　［略］
　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項

　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１〜６　［略］
　７　「入院を必要と認めた特定医師氏名」の欄は、特定医師自身
　　が署名すること。
　８　「確認した精神保健指定医氏名」の欄は、精神保健指定医自
　　身が署名すること。
　９〜12　［略］
様式第12号（第13条関係）
　　［略］
　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項

　［略］
措置症状の消退を認めた
精神保健指定医氏名

署名

　［略］

　［略］
入院を必要と認めた
精神保健指定医氏名

署名

　［略］

　［略］
入院を必要と認めた
特 定 医 師 氏 名

署名

確 認 し た
精神保健指定医氏名

署名
　［略］

　［略］

　［略］
措置症状の消退を認めた
精神保健指定医氏名
　［略］

　［略］
入院を必要と認めた
精神保健指定医氏名
　［略］

　［略］
入院を必要と認めた
特 定 医 師 氏 名
確 認 し た
精神保健指定医氏名

　［略］

　［略］
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　１　「入院年月日」の欄は、精神保健及び精神障害者福祉に関す
　　る法律第33条第１項又は第３項による医療保護入院の年月日を
　　記載すること。
　２　［略］
様式第13号（第14条関係）
　　［略］

　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　　　　　　内は、精神保健指定医の診察に基づいて記載すること
　。ただし、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第34条の規
　定による移送が行われた場合には、この欄は、記載する必要はな
　い。

様式第14号（第14条関係）
　　［略］

　　［略］
　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１〜５　［略］

　６・７　［略］
様式第15号（第15条関係）
　　［略］

　　［略］
　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１　［略］
　２　「今回の入院年月日」の欄は、今回貴病院に入院した年月日
　　を記載し、「入院形態」の欄にそのときの入院形態を記載する

　１　「入院年月日」の欄は、精神保健及び精神障害者福祉に関す
　　る法律第33条第１項又は第２項による医療保護入院の年月日を
　　記載すること。
　２　［略］
様式第13号（第14条関係）
　　［略］

　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１　　　　　内は、精神保健指定医の診察に基づいて記載するこ
　　と。ただし、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第34条
　　の規定による移送が行われた場合には、この欄は、記載する必
　　要はない。
　２　「入院を必要と認めた精神保健指定医氏名」の欄は、精神保
　　健指定医自身が署名すること。
様式第14号（第14条関係）
　　［略］

　　［略］
　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１〜５　［略］
　６　「入院を必要と認めた特定医師氏名」の欄は、特定医師自身
　　が署名すること。
　７　「確認した精神保健指定医氏名」の欄は、精神保健指定医自
　　身が署名すること。
　８・９　［略］
様式第15号（第15条関係）
　　［略］

　　［略］
　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１　［略］
　２　「今回の入院年月日」の欄は、今回貴病院に入院した年月日
　　を記載し、「入院形態」の欄にそのときの入院形態を記載する

　　こと（特定医師の診察による入院を含む。その場合は、「第33
　　条第１項・第４項入院」、「第33条第３項・第４項入院」、「
　　第33条の７第２項入院」と記載すること。）。
　　　なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載するこ
　　と。
　３〜９　［略］

　10　［略］
様式第16号（第15条関係）
　　［略］

　　こと（特定医師の診察による入院を含む。その場合は、「第33
　　条第１項・第３項入院」、「第33条第２項・第３項入院」又は
　　「第33条の７第２項入院」と記載すること。）。
　　　なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載するこ
　　と。
　３〜９　［略］
　10　「診察した精神保健指定医氏名」の欄は、精神保健指定医自
　　身が署名すること。
　11　［略］
様式第16号（第15条関係）
　　［略］

　［略］
入院を必要と認めた
精神保健指定医氏名

署名

　［略］
入院を必要と認めた
特 定 医 師 氏 名

署名

確 認 し た
精神保健指定医氏名

署名
　［略］

　［略］

　［略］
診 察 し た 精 神 保 健
指 定 医 氏 名

署名

　［略］

　［略］
入院を必要と認めた
精神保健指定医氏名

　［略］
入院を必要と認めた
特 定 医 師 氏 名
確 認 し た
精神保健指定医氏名

　［略］

　［略］

　［略］
診 断 し た 精 神 保 健
指 定 医 氏 名

　［略］
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　　［略］
　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１　［略］
　２　「今回の入院年月日」の欄は、今回貴病院に入院した年月日
　　を記載し、「入院形態」の欄にそのときの入院形態を記載する
　　こと（特定医師の診察による入院を含む。その場合は、「第33
　　条第１項・第４項入院」、「第33条第３項・第４項入院」又は
　　「第33条の７第２項入院」と記載すること。）。
　　　なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載するこ
　　と。
　３〜９　［略］

　10　［略］
様式第17号（第15条関係）
　　［略］

　　［略］
　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１　［略］
　２　「今回の入院年月日」の欄は、今回貴病院に入院した年月日
　　を記載し、「入院形態」の欄にそのときの入院形態を記載する
　　こと（特定医師の診察による入院を含む。その場合は、「第33
　　条第１項・第４項入院」、「第33条第３項・第４項入院」又は
　　「第33条の７第２項入院」と記載すること。）。
　　　なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載するこ
　　と。
　３〜９　［略］

　10　［略］

　　［略］
　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１　［略］
　２　「今回の入院年月日」の欄は、今回貴病院に入院した年月日
　　を記載し、「入院形態」の欄にそのときの入院形態を記載する
　　こと（特定医師の診察による入院を含む。その場合は、「第33
　　条第１項・第３項入院」、「第33条第２項・第３項入院」又は
　　「第33条の７第２項入院」と記載すること。）。
　　　なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載するこ
　　と。
　３〜９　［略］
　10　「診断した精神保健指定医氏名」の欄は、精神保健指定医自
　　身が署名すること。
　11　［略］
様式第17号（第15条関係）
　　［略］

　　［略］
　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１　［略］
　２　「今回の入院年月日」の欄は、今回貴病院に入院した年月日
　　を記載し、「入院形態」の欄にそのときの入院形態を記載する
　　こと（特定医師の診察による入院を含む。その場合は、「第33
　　条第１項・第３項入院」、「第33条第２項・第３項入院」又は
　　「第33条の７第２項入院」と記載すること。）。
　　　なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載するこ
　　と。
　３〜９　［略］
　10　「診断した主治医氏名」の欄は、主治医自身が署名すること
　　。
　11　［略］

診 断 し た
精神保健指定医氏名

署名

　［略］
診 断 し た
主 治 医 指 名

署名

　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　（用紙に関する経過措置）
２　この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定に定める様式による
　用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

診 断 し た
精神保健指定医氏名

　［略］
診 断 し た
主 治 医 指 名

宮崎県告示第 240号
　林業種苗法（昭和45年法律第89号）第10条第３項の規定により、
次のとおり林業用種苗生産事業者の登録をした。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

告　　　　　示

登録

番号

生産事業者の氏名

又は名称及び住所

生産事業の内容 事務所の名称

及び所在地　種穂 苗　木

1409 甲斐　希俊 採取 幼苗の育 甲斐　希俊

宮崎県西臼杵郡五
ヶ瀬町大字三ヶ所
5501番地イ

精選 成 宮崎県西臼杵郡五
ヶ瀬町大字三ヶ所
5501番地イ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 241号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道
路の供用を次のとおり開始する。
　なお、関係図面は、令和５年３月30日から同年４月13日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
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路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間 供用開始の期日

国道  265号 東臼杵郡椎
葉村大字下
福良字仲塔
1185番37地
先から同郡
同村同大字
同字1204番
22地先まで

令和５年３月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 242号
　都市計画法（昭和43年法律第 100号）第63条第１項の規定により
、平成30年宮崎県告示第 370号による都城都市計画下水道事業の事
業計画の変更を次のとおり認可した。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　施行者の名称
　　都城市
２　都市計画事業の種類及び名称
　　都城都市計画下水道事業　都城公共下水道
３　事業施行期間

　　昭和35年９月14日から令和11年３月31日
４　事業地
　　収用の部分
　　変更無し
　　使用の部分
　　変更無し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 243号
　都市計画法（昭和43年法律第 100号）第63条第１項の規定により
、平成22年宮崎県告示第82号による高崎都市計画下水道事業の事業
計画の変更を次のとおり認可した。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　施行者の名称
　　都城市
２　都市計画事業の種類及び名称
　　高崎都市計画下水道事業　高崎公共下水道
３　事業施行期間
　　平成８年10月７日から令和11年３月31日
４　事業地
　　収用の部分
　　変更無し
　　使用の部分
　　変更無し

訓　　　　　令

　公印規程の一部を改正する訓令をここに公表する。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
訓令第４号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　　　庁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各出先機関
　　　公印規程の一部を改正する訓令
　公印規程（昭和37年訓令第６号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（公印取扱主任）
第３条　［略］
２　［略］
３　第１項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により公の施設
　に関する条例（昭和39年宮崎県条例第７号）別表第１に掲げる公
　の施設に公印取扱主任を置こうとするときは、本庁の主務課長は
　、総務課長に文書で協議しなければならない。

４　［略］
　（公印事務の総括）
第４条　公印に関する事務は、総務課において総括する。
　（公印の新調等の手続）
第５条　公印を新調し、又は改刻しようとするときは、総務課長に
　文書で協議しなければならない。ただし、本庁にあっては、総務
　課への合議をもってこれに代えることができる。
２〜４　［略］

　（公印取扱主任）
第３条　［略］
２　［略］
３　第１項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により公の施設
　に関する条例（昭和39年宮崎県条例第７号）別表第１に掲げる公
　の施設に公印取扱主任を置こうとするときは、本庁の主務課長は
　、総務部総務課長（以下「総務課長」という。）に文書で協議し
　なければならない。
４　［略］
　（公印事務の総括）
第４条　総務課長は、公印に関する事務を総括する。
　（公印の新調等の手続）
第５条　公印を新調し、又は改刻しようとするときは、総務課長に
　文書で協議しなければならない。ただし、本庁にあっては、総務
　課長への合議をもってこれに代えることができる。
２〜４　［略］
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　（不用公印の処理）
第６条　公印の廃止（改刻による廃止を含む。）をしたときは、直
　ちに不用となった公印を不用公印引継書（別記様式第１号の２）
　により総務課に引き継がなければならない。
２・３　［略］
別表（第２条関係）　　

　　　［略］

　（不用公印の処理）
第６条　公印の廃止（改刻による廃止を含む。）をしたときは、直
　ちに不用となった公印を不用公印引継書（別記様式第１号の２）
　により総務課長に引き継がなければならない。
２・３　［略］
別表（第２条関係）

　　　［略］

種　類 印影のひな形 印影の寸法

（ミリメートル）

個数 使用範囲 公印管守者

　［略］

宮 崎 県

知 事 印

　［略］

　［略］

宮 崎 県

知 事 印

　［略］ 宮崎県情報

公開条例（

平成11年宮

崎県条例第

36号）に基

づく公文書

並びに個人

情報の保護

に関する法

律（平成15

年法律第57

号）及び宮

崎県個人情

報の保護に

関する法律

施行条例（

令和４年宮

崎県条例第

38号）に基

づく保有個

人情報の開

示決定等の

事務用

　［略

］

　［略］

土 地 改 良 法

専 用 　 　 　

宮 崎 県

知 事 印

情報公開・個人

情 報 保 護 専 用

宮 崎 県

知 事 印

種　類 印影のひな形 印影の寸法

（ミリメートル）

個数 使用範囲 公印管守者

　［略］

宮 崎 県

知 事 印

　［略］

　［略］

宮 崎 県

知 事 印

　［略］ 宮崎県情報

公開条例（

平成11年宮

崎県条例第

36号）に基

づく公文書

及び宮崎県

個人情報保

護条例（平

成14年宮崎

県条例第41

号）に基づ

く保有個人

情報の開示

決定等の事

務用

　［略

］

　［略］

土 地 改 良 法

専 用 　 　 　

宮 崎 県

知 事 印

情報公開・個人情

報保護条例専用

宮 崎 県

知 事 印

　　　附　則
　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。

公　　　　　告

　宮崎県税条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第３号）第76条第１
項の規定により次の軽油引取税に係る免税証を紛失した旨の届出が
あったので、当該免税証は無効とする。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　免税証の種類
　　1000ℓ券１枚
２　用途

　　農業等
３　記号及び番号
　　1000ℓ券Ｊ 5200939
４　有効期間
　　令和４年10月１日から令和５年９月30日まで
５　免税証に記載した販売店の名称　　　　　　　　　　　　　　
　　コスモ石油販売株式会社南九州カンパニー宮崎営業所
６　紛失年月日
　　令和５年３月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規
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定により、大規模小売店舗の新設に関する届出があったので、届出
書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活
環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日
から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　スーパーセンタートライアル都城店
　　都城市都北町 717－４　外
２　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法
　人にあっては代表者の氏名
　　株式会社トライアルカンパニー　代表取締役　石橋亮太
　　福岡県福岡市東区多の津１丁目12番２号
３　当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及
　び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
　　株式会社トライアルカンパニー　代表取締役　石橋亮太
　　福岡県福岡市東区多の津１丁目12番２号
４　大規模小売店舗の新設をする日
　　令和５年11月11日
５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計
　　 3,621㎡
６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
　⑴　駐車場の位置及び収容台数
　　　建物西側　　22台（駐車場①）
　　　建物南側　 144台（駐車場②）
　　　合計　　　 166台
　⑵　駐輪場の位置及び収容台数
　　　建物西側　　40台
　⑶　荷さばき施設の位置及び面積
　　　建物北側　 172.8㎡
　　　建物北西側　50.0㎡
　　　合計　　　 222.8㎡
　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量
　　　建物内北側　8.42㎥
　　　建物内西側 15.55㎥
　　　合計　　　 23.97㎥
７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店
　　時刻　
　　　24時間
　⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯
　　　24時間
　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置
　　　３箇所　建物敷地南側及び南西側
　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
　　　24時間
８　届出年月日
　　令和５年３月10日
９　届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間
　⑴　場所
　　　宮崎県商工観光労働部商工政策課、宮崎県西臼杵支庁総務課
　　、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城
　　県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務

　　事務所総務商工センター
　⑵　期間
　　　令和５年３月30日から令和５年７月31日まで
10　意見書の提出先及び期間
　⑴　提出先
　　　宮崎県商工観光労働部商工政策課
　⑵　期間
　　　令和５年３月30日から令和５年７月31日まで
11　意見書の記載事項
　　意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地
　域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも
　に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売
　店舗の名称を日本語により記載すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という
。）第８条第１項の規定により、延岡市から意見を聴取したので、
当該意見を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　ケーズデンキ延岡店
　　延岡市緑ヶ丘１丁目２番２　外
２　意見の対象となった届出、届出事項及び届出年月日
　　法第６条第１項の規定による届出
　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住
　所並びに法人にあっては代表者の氏名の変更
　　令和５年２月27日
３　意見の概要
　　意見なし
４　意見を記載した書面の縦覧場所及び期間
　⑴　場所
　　　宮崎県商工観光労働部商工政策課、宮崎県西臼杵支庁総務課
　　、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城
　　県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務
　　事務所総務商工センター
　⑵　期間
　　　令和５年３月30日から令和５年５月１日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により
、百町原土地改良区（日向市）の役員の就任及び退任について次の
とおり届出があった。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　就任した役員

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 股 野 満 男 日向市美々津町 414番地

理 事 黒 木 幸 義 日向市美々津町1430番地２

理 事 橋 口 和 豊 日向市美々津町 940番地

理　　事 黒 木 廣 繁 日向市美々津町1821番地
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理 事 植 野 茂 光 日向市東郷町山陰甲 605番地２

理　　事 黒 木 　 真 日向市美々津町3826番地９

理　　事 橋 口 重 夫 日向市美々津町 521番地１

理　　事 橋 口 良 一 日向市東郷町山陰甲 310番地８

理 事 黒 木 一 夫 日向市美々津町3683番地１

監　　事 黒 木 　 博 日向市美々津町1751番地

監　　事 黒　木　美　徳 日向市美々津町1356番地ロ

監　　事 黒 木 　 務 日向市美々津町1269番地２

　（任期：令和６年６月29日まで）
２　退任した役員

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 股 野 満 男 日向市美々津町 414番地

理 事 黒 木 幸 義 日向市美々津町1430番地２

理 事 橋 口 和 豊 日向市美々津町 940番地

理　　事 黒 木 廣 繁 日向市美々津町1821番地

理 事 植 野 茂 光 日向市東郷町山陰甲 605番地２

理　　事 黒 木 　 真 日向市美々津町3826番地９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第48条第９項において準用
する同法第10条第１項の規定により、黒沢津土地改良区（小林市）
の土地改良事業計画（維持管理事業）の変更を認可した。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第48条第９項において準用
する同法第10条第１項の規定により、巣ノ浦土地改良区（小林市）
の土地改良事業計画（維持管理事業）の変更を認可した。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第48条第９項において準用
する同法第10条第１項の規定により、上方土地改良区（えびの市）
の土地改良事業計画（維持管理事業）の変更を認可した。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

理　　事 橋 口 重 夫 日向市美々津町 521番地１

理　　事 橋 口 良 一 日向市東郷町山陰甲 310番地８

理 事 黒 木 一 夫 日向市美々津町3683番地１

監　　事 黒 木 　 博 日向市美々津町1751番地

監　　事 黒　木　美　徳 日向市美々津町1356番地ロ

監　　事 黒 木 　 務 日向市美々津町1269番地２

人事委員会規則

　公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県人事委員会委員長　佐　藤　健　司
宮崎県人事委員会規則第36号
　　　公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則
　公益的法人等への職員の派遣等に関する規則（平成14年宮崎県人事委員会規則第11号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

区分 団体の名称
　［略］
条例第２条第
１項第３号に
該当する団体

　［略］
地方公共団体金融機構

　［略］

区分 団体の名称
　［略］
条例第２条第
１項第３号に
該当する団体

　［略］
地方公共団体金融機構
地方税共同機構
　［略］

　　　附　則
　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
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教育委員会規則

　県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則及び宮崎県教育委員会が保有する個人情報の保護等に関する規則の一部を改
正する規則をここに公布する。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県教育委員会教育長　黒　木　淳一郎
宮崎県教育委員会規則第２号
　　　県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則及び宮崎県教育委員会が保有する個人情報の保護等に関する規則
　　　の一部を改正する規則
　（県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則の一部改正）
第１条　県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則（昭和41年宮崎県教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正す
　る。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（教育長への委任）
第２条　教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する
　事務を教育長に委任する。
　（１）〜（27）　［略］
　（28）　宮崎県個人情報保護条例（平成14年宮崎県条例第41号）に
　　基づく保有個人情報の開示等の請求に対する決定、通知及び意
　　見聴取に関すること。

　（29）・（30）　［略］
　（専決）
第５条　教育委員会は、第２条各号に掲げる事務のうち、次に掲げ
　る事務を教育長に専決させるものとする。
　（１）〜（22）　［略］
　（23）　宮崎県個人情報保護条例に基づく保有個人情報の開示等の
　　請求に対する決定、通知及び意見聴取に関すること。

　（24）・（25）　［略］
２　［略］

　（教育長への委任）
第２条　教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する
　事務を教育長に委任する。
　（１）〜（27）　［略］
　（28）　個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び
　　宮崎県個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年宮崎県
　　条例第38号）に基づく保有個人情報の開示等の請求に対する決
　　定、通知及び意見聴取に関すること。
　（29）・（30）　［略］
　（専決）
第５条　教育委員会は、第２条各号に掲げる事務のうち、次に掲げ
　る事務を教育長に専決させるものとする。
　（１）〜（22）　［略］
　（23）　個人情報の保護に関する法律及び宮崎県個人情報の保護に
　　関する法律施行条例に基づく保有個人情報の開示等の請求に対
　　する決定、通知及び意見聴取に関すること。
　（24）・（25）　［略］
２　［略］

　（宮崎県教育委員会が保有する個人情報の保護等に関する規則の一部改正）
第２条　宮崎県教育委員会が保有する個人情報の保護等に関する規則（平成15年宮崎県教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正す
　る。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　宮崎県個人情報保護条例（平成14年宮崎県条例第41号）の規定に
基づく宮崎県教育委員会が保有する個人情報の保護等については、
知事が保有する個人情報の保護等に関する規則（平成15年宮崎県規
則第２号）の規定の例による。

　宮崎県個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年宮崎県条
例第38号）の規定に基づく宮崎県教育委員会が保有する個人情報の
保護等に関し必要な事項については、知事が保有する個人情報の保
護等に関する規則（平成15年宮崎県規則第２号）の規定の例による
。

　　　附　則
　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　国民体育大会及び国民スポーツ大会に係る競技力向上の推進に関する事務委任に関する規則をここに公布する。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県教育委員会教育長　黒　木　淳一郎
宮崎県教育委員会規則第３号
　　　国民体育大会及び国民スポーツ大会に係る競技力向上の推進に関する事務委任に関する規則
　（趣旨）
第１条　この規則は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第 180条の７の規定により、県教育庁組織規則（昭和50年宮崎県教育委員会規則
　第４号。以下「規則」という。）に基づく教育委員会の権限に属する事務の委任について定めるものとする。
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　（事務の委任）
第２条　教育委員会は、規則によりその権限に属する国民体育大会及び国民スポーツ大会に係る競技力向上の推進に関する事務のうち、次
　に掲げる事務以外の事務を宮崎県総合政策部長（以下「総合政策部長」という。）に委任する。
　（１）  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第 162号）第29条の規定による議会に付議する議案作成についての知事
　　からの意見聴取に対する意見の申出に関する事務
　（２）  練習環境等の整備に関する事務
　（委任の留保）
第３条　教育委員会は、前条の規定により委任した事務について、特に必要があると認めるときは、自らその事務を行うことができる。
　（重要事項の処理）
第４条　総合政策部長は、第２条の規定により委任された事務が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その事務の処理について
　、事前に教育委員会に協議をしなければならない。
　（１）  特に重要と認められるもの
　（２）  紛議があるもの又は処理の結果紛議の生ずるおそれがあるもの
　（報告）
第５条　総合政策部長は、第２条の規定により委任された事務の処理状況について教育委員会が了知しておく必要があると認められるもの
　を、随時、教育委員会に報告しなければならない。
　　　附　則
　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　宮崎県教育研修センター管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県教育委員会教育長　黒　木　淳一郎
宮崎県教育委員会規則第４号
　　　宮崎県教育研修センター管理規則の一部を改正する規則
　宮崎県教育研修センター管理規則（昭和43年宮崎県教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（分掌事務）
第４条　前条の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
　総務課
　（１）〜（５）　［略］
　（６）　学校における教育の情報化の支援に関すること。
　（７）　教育情報通信ネットワークの管理及び運営に関すること。
　（８）　［略］
　［略］
　教育支援課
　（１）〜（４）　［略］

　（分掌事務）
第４条　前条の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
　総務課
　（１）〜（５）　［略］

　（６）　［略］
　［略］
　教育支援課
　（１）〜（４）　［略］
　（５）　学校における教育の情報化の支援に関すること。
　（６）　教育情報通信ネットワークの管理及び運営に関すること。

　　　附　則
　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　県立高等学校管理運営規則等の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県教育委員会教育長　黒　木　淳一郎
宮崎県教育委員会規則第５号
　　　県立高等学校管理運営規則等の一部を改正する規則
　（県立高等学校管理運営規則の一部改正）
第１条　県立高等学校管理運営規則（平成14年宮崎県教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（職員）
第50条　［略］
２　学校に、前項のほか、副校長、副参事、主幹教諭、指導教諭、

　（職員）
第50条　［略］
２　学校に、前項のほか、副校長、副参事、主幹教諭、指導教諭、
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　養護教諭、栄養教諭、実習教師、実習助手、寄宿舎指導員、事務
　副主幹、事務主査、専門主事、主任主事、主事、技術主査、主任
　技師、技師又は会計年度任用職員を置くことができる。

３・４　［略］
　（職務）
第51条　前条に規定する職員の職務は、他に特別の定めがある場合
　のほか、次の各号に掲げるとおりとする。
　（１）〜（13）　［略］

　（14）〜（22）　［略］
２　［略］
　（出勤簿）
第82条　職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿（別記様式第16
　号）に自ら押印しなければならない。

　（休暇の承認等）
第86条　職員は、年次休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理
　簿（別記様式第21号）を校長に提出しなければならない。ただし
　、やむを得ない事故のため、あらかじめ請求することができなか
　った場合には、その勤務しなかった日から３日以内に、その理由
　を付して、休暇処理簿により、校長の承認を受けなければならな
　い。

２　職員は、介護休暇を請求する場合は、当該休暇の承認を受けよ
　うとする期間の始まる前日から起算して１週間前の日までに別に
　定める介護休暇願を県教育委員会に提出するものとする。

３　職員は、前２項に規定する休暇以外の休暇を請求する場合は、
　あらかじめ休暇処理簿により校長の承認を受けなければならない
　。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ承認を受けるこ
　とができなかった場合には、その勤務しなかった日から３日以内
　に、その理由を付して、休暇処理簿により、校長の承認を受けな
　ければならない。

４　職員は、引き続き６日を超える休暇（週休日を除く。）を請求
　する場合は、医師の証明書又は休暇を必要とする理由を明らかに
　する書面を校長に提出しなければならない。ただし、年次休暇に

　養護教諭、栄養教諭、実習教師、実習助手、寄宿舎指導員、副参
　事補、事務副主幹、事務主査、専門主事、主任主事、主事、技術
　主査、主任技師、技師又は会計年度任用職員を置くことができる
　。
３・４　［略］
　（職務）
第51条　前条に規定する職員の職務は、他に特別の定めがある場合
　のほか、次の各号に掲げるとおりとする。
　（１）〜（13）　［略］
　（14）　副参事補は、上司の命を受け複雑な事務及び特定の事務を
　　掌理する。
　（15）〜（23）　［略］
２　［略］
　（出勤簿）
第82条　職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿（別記様式第16
　号）に自ら押印しなければならない。ただし、電磁的方法（電子
　情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する
　方法であって教育長が定めるものをいう。以下「オンラインシス
　テム」という。）を使用する場合にあっては、別に定める方法に
　より出勤を申告するものとする。
　（休暇の承認等）
第86条　職員は、年次休暇の承認を受けようとするときは、あらか
　じめオンラインシステムによって請求し、又は休暇処理簿（別記
　様式第21号）を校長に提出しなければならない。ただし、やむを
　得ない事故のため、あらかじめ承認を受けることができなかった
　ときは、その勤務しなかった日から３日以内に、その理由を付し
　て、オンラインシステム又は休暇処理簿により、校長の承認を受
　けなければならない。
２　職員は、介護休暇の承認を受けようとするときは、当該休暇の
　承認を受けようとする期間の始まる前日から起算して１週間前の
　日までに別に定める介護休暇願を県教育委員会に提出するものと
　する。
３　職員は、前２項に規定する休暇以外の休暇の承認を受けようと
　するときは、あらかじめオンラインシステムによって請求し、又
　は休暇処理簿を校長に提出しなければならない。ただし、やむを
　得ない事故のため、あらかじめ承認を受けることができなかった
　ときは、その勤務しなかった日から３日以内に、その理由を付し
　て、オンラインシステム又は休暇処理簿により、校長の承認を受
　けなければならない。
４　職員は、引き続き６日を超える休暇（週休日及び年次休暇を除
　く。）の承認を受けようとするときは、医師の証明書又は休暇を
　必要とする理由を明らかにする書面を校長に提出しなければなら

　よる場合を除く。
５　校長は、引き続き６日を超える休暇（週休日を除く。）を必要
　とする場合は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。た
　だし、年次休暇による場合を除く。
　（職務専念義務の免除）
第87条　職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（
　昭和26年宮崎県条例第２号）の規定により、職務に専念する義務
　の免除を受けようとするときは、他に特別の定めがある場合を除
　き、職務専念義務免除申請書（別記様式第22号）により、校長を
　経て、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

　（情報の取扱い）

　ない。
５　校長は、引き続き６日を超える休暇（週休日及び年次休暇を除
　く。）を必要とする場合は、あらかじめ教育長に届け出なければ
　ならない。
　（職務専念義務の免除）
第87条　職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（
　昭和26年宮崎県条例第２号）の規定により、職務に専念する義務
　の免除を受けようとするときは、他に特別の定めがある場合を除
　き、オンラインシステム又は職務専念義務免除申請書（別記様式
　第22号）により、校長を経て、あらかじめ教育長の承認を受けな
　ければならない。
　（情報の取扱い）
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第 105条　［略］
２・３　［略］
４　学校における情報の取扱いに関する事務は、他の特別の定めが
　あるもののほか、宮崎県情報公開条例（平成11年宮崎県条例第36
　号）及び宮崎県個人情報保護条例（平成14年宮崎県条例第41号）
　による。

第 105条　［略］
２・３　［略］
４　学校における情報の取扱いに関する事務は、他の特別の定めが
　あるもののほか、宮崎県情報公開条例（平成11年宮崎県条例第36
　号）、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び
　宮崎県個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年宮崎県条
　例第38号）による。

　（県立特別支援学校管理運営規則の一部改正）
第２条　県立特別支援学校管理運営規則（平成14年宮崎県教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（職員）
第49条　［略］
２　学校に、前項のほか、副校長、副参事、主幹教諭、指導教諭、
　栄養教諭、実習教師、実習助手、事務副主幹、事務主査、専門主
　事、主任主事、主事、技術主査、主任技師、技師又は会計年度任
　用職員を置くことができる。
３・４　［略］
　（職務）
第50条　前条に規定する職員の職務は、他に特別の定めがある場合
　のほか、次の各号に掲げるとおりとする。
　（１）〜（13）　［略］

　（14）〜（22）　［略］
　（出勤簿）
第80条　職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿（別記様式第20
　号）に自ら押印しなければならない。

　（休暇の承認等）
第84条　職員は、年次休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理
　簿（別記様式第25号）を校長に提出しなければならない。ただし
　、やむを得ない事故のため、あらかじめ請求することができなか
　った場合には、その勤務しなかった日から３日以内に、その理由
　を付して、休暇処理簿により、校長の承認を受けなければならな
　い。

２　職員は、介護休暇を請求する場合は、当該休暇の承認を受けよ
　うとする期間の始まる前日から起算して１週間前の日までに別に
　定める介護休暇願を県教育委員会に提出するものとする。

３　職員は、前２項に規定する休暇以外の休暇を請求する場合は、
　あらかじめ休暇処理簿により校長の承認を受けなければならない
　。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ承認を受けるこ
　とができなかった場合には、その勤務しなかった日から３日以内
　に、その理由を付して、休暇処理簿により、校長の承認を受けな
　ければならない。

４　職員は、引き続き６日を超える休暇（週休日を除く。）を請求
　する場合は、医師の証明書又は休暇を必要とする理由を明らかに

　（職員）
第49条　［略］
２　学校に、前項のほか、副校長、副参事、主幹教諭、指導教諭、
　栄養教諭、実習教師、実習助手、副参事補、事務副主幹、事務主
　査、専門主事、主任主事、主事、技術主査、主任技師、技師又は
　会計年度任用職員を置くことができる。
３・４　［略］
　（職務）
第50条　前条に規定する職員の職務は、他に特別の定めがある場合
　のほか、次の各号に掲げるとおりとする。
　（１）〜（13）　［略］
　（14）　副参事補は、上司の命を受け複雑な事務及び特定の事務を
　　掌理する。
　（15）〜（23）　［略］
　（出勤簿）
第80条　職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿（別記様式第20
　号）に自ら押印しなければならない。ただし、電磁的方法（電子
　情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する
　方法であって教育長が定めるものをいう。以下「オンラインシス
　テム」という。）を使用する場合にあっては、別に定める方法に
　より出勤を申告するものとする。
　（休暇の承認等）
第84条　職員は、年次休暇の承認を受けようとするときは、あらか
　じめオンラインシステムによって請求し、又は休暇処理簿（別記
　様式第25号）を校長に提出しなければならない。ただし、やむを
　得ない事故のため、あらかじめ承認を受けることができなかった
　ときは、その勤務しなかった日から３日以内に、その理由を付し
　て、オンラインシステム又は休暇処理簿により、校長の承認を受
　けなければならない。
２　職員は、介護休暇の承認を受けようとするときは、当該休暇の
　承認を受けようとする期間の始まる前日から起算して１週間前の
　日までに別に定める介護休暇願を県教育委員会に提出するものと
　する。
３　職員は、前２項に規定する休暇以外の休暇の承認を受けようと
　するときは、あらかじめオンラインシステムによって請求し、又
　は休暇処理簿を校長に提出しなければならない。ただし、やむを
　得ない事故のため、あらかじめ承認を受けることができなかった
　ときは、その勤務しなかった日から３日以内に、その理由を付し
　て、オンラインシステム又は休暇処理簿により、校長の承認を受
　けなければならない。
４　職員は、引き続き６日を超える休暇（週休日及び年次休暇を除
　く。）の承認を受けようとするときは、医師の証明書又は休暇を

　する書面を校長に提出しなければならない。ただし、年次休暇に 　必要とする理由を明らかにする書面を校長に提出しなければなら
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　よる場合を除く。
５　校長は、引き続き６日を超える休暇（週休日を除く。）を必要
　とする場合は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。た
　だし、年次休暇による場合を除く。
　（職務専念義務の免除）
第85条　職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（
　昭和26年宮崎県条例第２号）の規定により、職務に専念する義務
　の免除を受けようとするときは、他に特別の定めがある場合を除
　き、職務専念義務免除申請書（別記様式第26号）により、校長を
　経て、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

　（情報の取扱い）
第 103条　［略］
２・３　［略］
４　学校における情報の取扱いに関する事務は、他に特別の定めが
　あるもののほか、宮崎県情報公開条例（平成11年宮崎県条例第36
　号）及び宮崎県個人情報保護条例（平成14年宮崎県条例第41号）
　による。

　ない。
５　校長は、引き続き６日を超える休暇（週休日及び年次休暇を除
　く。）を必要とする場合は、あらかじめ教育長に届け出なければ
　ならない。
　（職務専念義務の免除）
第85条　職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（
　昭和26年宮崎県条例第２号）の規定により、職務に専念する義務
　の免除を受けようとするときは、他に特別の定めがある場合を除
　き、オンラインシステム又は職務専念義務免除申請書（別記様式
　第26号）により、校長を経て、あらかじめ教育長の承認を受けな
　ければならない。
　（情報の取扱い）
第 103条　［略］
２・３　［略］
４　学校における情報の取扱いに関する事務は、他に特別の定めが
　あるもののほか、宮崎県情報公開条例（平成11年宮崎県条例第36
　号）、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び
　宮崎県個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年宮崎県条
　例第38号）による。

　（県立中等教育学校管理運営規則の一部改正）
第３条　県立中等教育学校管理運営規則（平成14年宮崎県教育委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（職員）
第49条　［略］
２　学校に、前項のほか、副校長、副参事、主幹教諭、指導教諭、
　栄養教諭、実習教師、実習助手、寄宿舎指導員、事務副主幹、事
　務主査、専門主事、主任主事、主事、技術主査、主任技師、技師
　又は会計年度任用職員を置くことができる。
３・４　［略］
　（職務）
第50条　前条に規定する職員の職務は、他に特別の定めがある場合
　のほか、次の各号に掲げるとおりとする。
　（１）〜（13）　［略］

　（14）〜（22）　［略］
　（出勤簿）
第79条　職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿（別記様式第19
　号）に自ら押印しなければならない。

　（休暇の承認等）
第83条　職員は、年次休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理
　簿（別記様式第24号）を校長に提出しなければならない。ただし
　、やむを得ない事故のため、あらかじめ請求することができなか
　った場合には、その勤務しなかった日から３日以内に、その理由
　を付して、休暇処理簿により、校長の承認を受けなければならな
　い。

２　職員は、介護休暇を請求する場合は、当該休暇の承認を受けよ
　うとする期間の始まる前日から起算して１週間前の日までに別に

　（職員）
第49条　［略］
２　学校に、前項のほか、副校長、副参事、主幹教諭、指導教諭、
　栄養教諭、実習教師、実習助手、寄宿舎指導員、副参事補、事務
　副主幹、事務主査、専門主事、主任主事、主事、技術主査、主任
　技師、技師又は会計年度任用職員を置くことができる。
３・４　［略］
　（職務）
第50条　前条に規定する職員の職務は、他に特別の定めがある場合
　のほか、次の各号に掲げるとおりとする。
　（１）〜（13）　［略］
　（14）　副参事補は、上司の命を受け複雑な事務及び特定の事務を
　　掌理する。
　（15）〜（23）　［略］
　（出勤簿）
第79条　職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿（別記様式第19
　号）に自ら押印しなければならない。ただし、電磁的方法（電子
　情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する
　方法であって教育長が定めるものをいう。以下「オンラインシス
　テム」という。）を使用する場合にあっては、別に定める方法に
　より出勤を申告するものとする。
　（休暇の承認等）
第83条　職員は、年次休暇の承認を受けようとするときは、あらか
　じめオンラインシステムによって請求し、又は休暇処理簿（別記
　様式第24号）を校長に提出しなければならない。ただし、やむを
　得ない事故のため、あらかじめ承認を受けることができなかった
　ときは、その勤務しなかった日から３日以内に、その理由を付し
　て、オンラインシステム又は休暇処理簿により、校長の承認を受
　けなければならない。
２　職員は、介護休暇の承認を受けようとするときは、当該休暇の
　承認を受けようとする期間の始まる前日から起算して１週間前の
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　定める介護休暇願を県教育委員会に提出するものとする。

３　職員は、前２項に規定する休暇以外の休暇を請求する場合は、
　あらかじめ休暇処理簿により校長の承認を受けなければならない
　。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ承認を受けるこ
　とができなかった場合には、その勤務しなかった日から３日以内
　に、その理由を付して、休暇処理簿により、校長の承認を受けな
　ければならない。

４　職員は、引き続き６日を超える休暇（週休日を除く。）を請求
　する場合は、医師の証明書又は休暇を必要とする理由を明らかに
　する書面を校長に提出しなければならない。ただし、年次休暇に
　よる場合を除く。
５　校長は、引き続き６日を超える休暇（週休日を除く。）を必要
　とする場合は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。た
　だし、年次休暇による場合を除く。
　（職務専念義務の免除）
第84条　職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（
　昭和26年宮崎県条例第２号）の規定により、職務に専念する義務
　の免除を受けようとするときは、他に特別の定めがある場合を除
　き、職務専念義務免除申請書（別記様式第25号）により、校長を
　経て、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

　（情報の取扱い）
第 102条　［略］
２・３　［略］
４　学校における情報の取扱いに関する事務は、他に特別の定めが
　あるもののほか、宮崎県情報公開条例（平成11年宮崎県条例第36
　号）及び宮崎県個人情報保護条例（平成14年宮崎県条例第41号）
　による。

　日までに別に定める介護休暇願を県教育委員会に提出するものと
　する。
３　職員は、前２項に規定する休暇以外の休暇の承認を受けようと
　するときは、あらかじめオンラインシステムによって請求し、又
　は休暇処理簿を校長に提出しなければならない。ただし、やむを
　得ない事故のため、あらかじめ承認を受けることができなかった
　ときは、その勤務しなかった日から３日以内に、その理由を付し
　て、オンラインシステム又は休暇処理簿により、校長の承認を受
　けなければならない。
４　職員は、引き続き６日を超える休暇（週休日及び年次休暇を除
　く。）の承認を受けようとするときは、医師の証明書又は休暇を
　必要とする理由を明らかにする書面を校長に提出しなければなら
　ない。
５　校長は、引き続き６日を超える休暇（週休日及び年次休暇を除
　く。）を必要とする場合は、あらかじめ教育長に届け出なければ
　ならない。
　（職務専念義務の免除）
第84条　職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（
　昭和26年宮崎県条例第２号）の規定により、職務に専念する義務
　の免除を受けようとするときは、他に特別の定めがある場合を除
　き、オンラインシステム又は職務専念義務免除申請書（別記様式
　第25号）により、校長を経て、あらかじめ教育長の承認を受けな
　ければならない。
　（情報の取扱い）
第 102条　［略］
２・３　［略］
４　学校における情報の取扱いに関する事務は、他に特別の定めが
　あるもののほか、宮崎県情報公開条例（平成11年宮崎県条例第36
　号）、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び
　宮崎県個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年宮崎県条
　例第38号）による。

　（県立中学校管理運営規則の一部改正）
第４条　県立中学校管理運営規則（平成18年宮崎県教育委員会規則第20号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（職員）
第39条　［略］
２　学校に、前項のほか、副参事、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭
　、事務副主幹、事務主査、専門主事、主任主事、主事、技術主査
　、主任技師、技師又は会計年度任用職員を置くことができる。

３　［略］
　（職務）
第40条　前条に規定する職員の職務は、他に特別の定めがある場合
　のほか、次の各号に掲げるとおりとする。
　（１）〜（９）　［略］

　（10）〜（18）　［略］
　（出勤簿）
第69条　職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿（別記様式第18
　号）に自ら押印しなければならない。

　（職員）
第39条　［略］
２　学校に、前項のほか、副参事、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭
　、副参事補、事務副主幹、事務主査、専門主事、主任主事、主事
　、技術主査、主任技師、技師又は会計年度任用職員を置くことが
　できる。
３　［略］
　（職務）
第40条　前条に規定する職員の職務は、他に特別の定めがある場合
　のほか、次の各号に掲げるとおりとする。
　（１）〜（９）　［略］
　（10）　副参事補は、上司の命を受け複雑な事務及び特定の事務を
　　掌理する。
　（11）〜（19）　［略］
　（出勤簿）
第69条　職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿（別記様式第18
　号）に自ら押印しなければならない。ただし、電磁的方法（電子
　情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する
　方法であって教育長が定めるものをいう。以下「オンラインシス
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　（休暇の承認等）
第73条　職員は、年次休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理
　簿（別記様式第23号）を校長に提出しなければならない。ただし
　、やむを得ない事故のため、あらかじめ請求することができなか
　った場合には、その勤務しなかった日から３日以内に、その理由
　を付して、休暇処理簿により、校長の承認を受けなければならな
　い。

２　職員は、介護休暇を請求する場合は、当該休暇の承認を受けよ
　うとする期間の始まる前日から起算して１週間前の日までに別に
　定める介護休暇願を県教育委員会に提出するものとする。

３　職員は、前２項に規定する休暇以外の休暇を請求する場合は、
　あらかじめ休暇処理簿により校長の承認を受けなければならない
　。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ承認を受けるこ
　とができなかった場合には、その勤務しなかった日から３日以内
　に、その理由を付して、休暇処理簿により、校長の承認を受けな
　ければならない。

４　職員は、引き続き６日を超える休暇（週休日を除く。）を請求
　する場合は、医師の証明書又は休暇を必要とする理由を明らかに
　する書面を校長に提出しなければならない。ただし、年次休暇に
　よる場合を除く。
５　校長は、引き続き６日を超える休暇（週休日を除く。）を必要
　とする場合は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。た
　だし、年次休暇による場合を除く。
　（職務専念義務の免除）
第74条　職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（
　昭和26年宮崎県条例第２号）の規定により、職務に専念する義務
　の免除を受けようとするときは、他に特別の定めがある場合を除
　き、職務専念義務免除申請書（別記様式第24号）により、校長を
　経て、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

　（情報の取扱い）
第92条　［略］
２・３　［略］
４　学校における情報の取扱いに関する事務は、他に特別の定めが
　あるもののほか、宮崎県情報公開条例（平成11年宮崎県条例第36
　号）及び宮崎県個人情報保護条例（平成14年宮崎県条例第41号）
　による。

　テム」という。）を使用する場合にあっては、別に定める方法に
　より出勤を申告するものとする。
　（休暇の承認等）
第73条　職員は、年次休暇の承認を受けようとするときは、あらか
　じめオンラインシステムによって請求し、又は休暇処理簿（別記
　様式第23号）を校長に提出しなければならない。ただし、やむを
　得ない事故のため、あらかじめ承認を受けることができなかった
　ときは、その勤務しなかった日から３日以内に、その理由を付し
　て、オンラインシステム又は休暇処理簿により、校長の承認を受
　けなければならない。
２　職員は、介護休暇の承認を受けようとするときは、当該休暇の
　承認を受けようとする期間の始まる前日から起算して１週間前の
　日までに別に定める介護休暇願を県教育委員会に提出するものと
　する。
３　職員は、前２項に規定する休暇以外の休暇の承認を受けようと
　するときは、あらかじめオンラインシステムによって請求し、又
　は休暇処理簿を校長に提出しなければならない。ただし、やむを
　得ない事故のため、あらかじめ承認を受けることができなかった
　ときは、その勤務しなかった日から３日以内に、その理由を付し
　て、オンラインシステム又は休暇処理簿により、校長の承認を受
　けなければならない。
４　職員は、引き続き６日を超える休暇（週休日及び年次休暇を除
　く。）の承認を受けようとするときは、医師の証明書又は休暇を
　必要とする理由を明らかにする書面を校長に提出しなければなら
　ない。
５　校長は、引き続き６日を超える休暇（週休日及び年次休暇を除
　く。）を必要とする場合は、あらかじめ教育長に届け出なければ
　ならない。
　（職務専念義務の免除）
第74条　職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（
　昭和26年宮崎県条例第２号）の規定により、職務に専念する義務
　の免除を受けようとするときは、他に特別の定めがある場合を除
　き、オンラインシステム又は職務専念義務免除申請書（別記様式
　第24号）により、校長を経て、あらかじめ教育長の承認を受けな
　ければならない。
　（情報の取扱い）
第92条　［略］
２・３　［略］
４　学校における情報の取扱いに関する事務は、他に特別の定めが
　あるもののほか、宮崎県情報公開条例（平成11年宮崎県条例第36
　号）、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び
　宮崎県個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年宮崎県条
　例第38号）による。

　　　附　則
　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　博物館の登録に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県教育委員会教育長　黒　木　淳一郎
宮崎県教育委員会規則第６号
　　　博物館の登録に関する規則等の一部を改正する規則
　（博物館の登録に関する規則の一部改正）
第１条　博物館の登録に関する規則（昭和27年宮崎県教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改正前 改正後

第１条　県教育委員会が行う博物館の登録に関しては、法令に特別
　の定のあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第２条　博物館法（昭和26年12月法律第 285号。以下「法」という
　。）第10条に規定する博物館登録原簿は別記第１号様式による。

　（趣旨）
第１条　この規則は、博物館法（昭和26年法律第 285号。以下「法
　」という。）第22条の規定に基づき、博物館の登録に関し必要な
　事項を定めるものとする。
　（登録原簿）
第２条　法第14条の規定による博物館登録原簿は、別記様式第１号
　によるものとする。
　（登録の申請）
第３条　法第12条第１項の規定による登録の申請は、別記様式第２
　号によるものとする。
２　前項の登録申請書には、法第12条第２項第１号及び第２号に掲
　げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
　（１）　直接博物館の用に供する建物及び土地の面積を記載した書
　　類及びその図面
　（２）　博物館資料の目録
　（３）　館長及び学芸員の氏名を記載した書類並びに学芸員又は学
　　芸員補の資格を有することを証する書類
　（４）　申請の日の属する事業年度における事業計画及び収支予算
　　書
　（５）　私立博物館にあつては、定款、寄附行為、規約又はこれら
　　に準ずる書類の写し
　（６）　開館日数及び入館者数を記載した書類
　（博物館の体制に関する基準）
第４条　博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関す
　る調査研究を行う体制に関する法第13条第１項第３号の県教育委
　員会が定める基準は、次のとおりとする。
　（１）　博物館資料の収集、保管及び展示（インターネットの利用
　　その他の方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開するこ
　　とを含む。第４号及び第６条第１号において同じ。）並びに博
　　物館資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針を策
　　定し当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、相当の
　　公益性をもつて博物館を運営する体制を整備していること。
　（２）　前号の基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理
　　の方針を定め、当該方針に基づき、博物館資料を体系的に収集
　　する体制を整備していること。
　（３）　前号に規定する博物館資料の収集及び管理の方針に基づき
　　、所蔵する博物館資料の目録を作成し、当該博物館資料を適切
　　に管理し、及び活用する体制を整備していること。
　（４）　一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、又
　　は特定の主題に基づき、所蔵する博物館資料若しくは借用した
　　博物館資料による展示を行う体制を整備していること。
　（５）　単独で又は他の博物館若しくは法第３条第１項第12号に掲
　　げる学術若しくは文化に関する諸施設と共同で、博物館資料に
　　関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整備してい
　　ること。
　（６）　博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物
　　館資料の説明その他の教育活動を行う体制を整備していること
　　。
　（７）　法第７条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機
　　会が確保されていること。
　（博物館の職員に関する基準）
第５条　博物館の職員に関する法第13条第１項第４号の県教育委員
　会が定める基準は、次のとおりとする。
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第３条　法第13条に規定する届出は、別記第２号様式により届出な
　ければならない。

第４条　法第15条第１項の規定による届出は廃止の日から20日以内
　に別記第３号様式により届出なければならない。

第５条　県教育委員会は、次に掲げる事項についてその都度公示す
　るものとする。
　（１）　法第10条の規定により登録をしたとき。
　（２）　法第13条第２項の規定により変更登録をしたとき。
　（３）　法第14条第１項の規定により登録の取り消をしたとき。
　（４）　法第15条第２項の規定により登録をまっ消したとき。

　（１）　前条第１号の基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営
　　を行うことができる館長が置かれていること。
　（２）　学芸員が置かれていること。
　（３）　同条第１号の基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要
　　な職員が置かれていること。
　（博物館の施設及び設備に関する基準）
第６条　博物館の施設及び設備に関する法第13条第１項第５号の県
　教育委員会が定める基準は、次のとおりとする。
　（１）　博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関す
　　る調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設
　　備が整備されていること。
　（２）　防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有しているこ
　　と。
　（３）　博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便
　　性の確保のために必要な配慮がなされていること。
　（４）　高齢者、障がい者、妊娠中の者、日本語を理解できない者
　　その他博物館の利用に困難を有する者が博物館を円滑に利用す
　　るための配慮がなされていること。
　（登録の審査）
第７条　県教育委員会は、法第12条第１項及び第３条第１項の規定
　による申請があったときは、法第13条第１項各号及び第４条から
　前条までの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
　（登録事項の変更）
第８条　法第15条第１項の規定による変更の届出は、別記様式第３
　号によるものとする。
　（博物館の廃止）
第９条　法第20条第１項の規定による廃止の届出は、別記様式第４
　号によるものとする。
　（登録等の公表）
第10条　県教育委員会は、次に掲げる事項について、インターネッ
　トの利用その他の方法により公表するものとする。
　（１）　法第11条の規定により登録をしたとき。
　（２）　法第15条第２項の規定により変更登録をしたとき。
　（３）　法第19条第１項の規定により登録の取消しをしたとき。
　（４）　法第20条第２項の規定により登録を抹消したとき。
　（委任）
第11条　この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要
　な事項は、教育長が別に定める。

　別記第１号様式を次のように改め、別記様式第１号とする。
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　別記第２号様式を次のように改め、別記様式第２号とする。
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　別記第３号様式を次のように改め、別記様式第３号とする。
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　別記様式第３号の次に次の１様式を加える。
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　（宮崎県総合博物館管理運営規則の一部改正）
第２条　宮崎県総合博物館管理運営規則（昭和46年宮崎県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（資料の館外利用）
第18条　［略］　
２　前項の資料の館外貸出しを受けることのできるものは、次のと
　おりとする。
　（１）　国立の博物館、博物館法（昭和26年法律第 285号）第２条
　　第１項に規定する博物館及び同法第29条の規定により文部科学
　　大臣又は県教育委員会が指定した博物館に相当する施設

　（２）〜（６）　［略］
３・４　［略］

　（資料の館外利用）
第18条　［略］
２　前項の資料の館外貸出しを受けることのできるものは、次のと
　おりとする。
　（１）　国立の博物館、博物館法（昭和26年法律第 285号）第２条
　　第１項に規定する博物館及び同法第31条第１項の規定により文
　　部科学大臣、都道府県教育委員会又は指定都市の教育委員会が
　　指定した博物館に相当する施設
　（２）〜（６）　［略］
３・４　［略］

　（県立美術館管理規則の一部改正）
第３条　県立美術館管理規則（平成７年宮崎県教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（美術品等の館外利用）
第18条　［略］
２　前項の館外貸出しを受けることのできるものは、次のとおりと
　する。　
　（１）　国立の美術館、博物館法（昭和26年法律第 285号）第２条
　　第１項に規定する博物館及び同法第29条の規定により文部科学
　　大臣の指定した博物館に相当する施設
　
　（２）　［略］
３・４　［略］

　（美術品等の館外利用）
第18条　［略］　　
２　前項の館外貸出しを受けることのできるものは、次のとおりと
　する。
　（１）　国立の美術館、博物館法（昭和26年法律第 285号）第２条
　　第１項に規定する博物館及び同法第31条第１項の規定により文
　　部科学大臣、都道府県教育委員会又は指定都市の教育委員会が
　　指定した博物館に相当する施設
　（２）　［略］
３・４　［略］

　（宮崎県埋蔵文化財センター管理規則の一部改正）
第４条　宮崎県埋蔵文化財センター管理規則（平成８年宮崎県教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（資料等の館外貸出し）
第11条　次に掲げるものは、資料等の館外貸出しを受けることがで
　きる。
　（１）　国立の博物館、博物館法（昭和26年法律第 285号）第２条
　　第１項に規定する博物館及び同法第29条の規定により文部科学
　　大臣又は宮崎県教育委員会が博物館に相当する施設として指定
　　したもの
　（２）〜（６）　［略］
２〜４　［略］

　（資料等の館外貸出し）
第11条　次に掲げるものは、資料等の館外貸出しを受けることがで
　きる。
　（１）　国立の博物館、博物館法（昭和26年法律第 285号）第２条
　　第１項に規定する博物館及び同法第31条第１項の規定により文
　　部科学大臣、都道府県教育委員会又は指定都市の教育委員会が
　　指定した博物館に相当する施設
　（２）〜（６）　［略］
２〜４　［略］

　　別記様式第１号を次のように改める。
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　（県立西都原考古博物館管理規則の一部改正）
第５条　県立西都原考古博物館管理規則（平成15年宮崎県教育委員会規則第15号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（博物館資料の館外利用）
第18条　［略］
２　博物館資料の館外貸出しを受けることのできるものは、次のと
　おりとする。
　（１）　国立の博物館、博物館法（昭和26年法律第 285号）第２条
　　第１項に規定する博物館及び同法第29条の規定により文部科学
　　大臣又は都道府県教育委員会が指定した博物館に相当する施設

　（２）〜（４）　［略］
３〜５　［略］

　（博物館資料の館外利用）
第18条　［略］
２　博物館資料の館外貸出しを受けることのできるものは、次のと
　おりとする。
　（１）　国立の博物館、博物館法（昭和26年法律第 285号）第２条
　　第１項に規定する博物館及び同法第31条第１項の規定により文
　　部科学大臣、都道府県教育委員会又は指定都市の教育委員会が
　　指定した博物館に相当する施設
　（２）〜（４）　［略］
３〜５　［略］

　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　（用紙に関する経過措置）
２　この規則の施行の際現に存する第１条の規定による改正前の博物館の登録に関する規則及び第４条の規定による改正前の宮崎県埋蔵文
　化財センター管理規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

教育委員会訓令

　競技力向上推進室設置規程を廃止する訓令をここに公表する。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県教育委員会教育長　黒　木　淳一郎
宮崎県教育委員会訓令第１号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　　　庁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各出先機関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各教育機関
　　　競技力向上推進室設置規程を廃止する訓令
　競技力向上推進室設置規程（令和４年宮崎県教育委員会訓令第３号）は、廃止する。
　　　附　則
　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。
　　　　　　　　　　

　宮崎県教育委員会事務決裁等規程の一部を改正する訓令をここに公表する。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県教育委員会教育長　黒　木　淳一郎
宮崎県教育委員会教育長訓令第２号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　　　庁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各出先機関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各教育機関
　　　宮崎県教育委員会事務決裁等規程の一部を改正する訓令
　宮崎県教育委員会事務決裁等規程（平成７年宮崎県教育委員会教育長訓令第１号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
別表第１の２（第３条関係）
　本庁共通専決事項

別表第１の２（第３条関係）
　本庁共通専決事項

事務 事項

専決区分
副
教
育

教
育
次

課
長
課
長
補

担
当
リ事務 事項

専決区分
副
教
育

教
育
次

課
長
課
長
補

担
当
リ

教育長訓令
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別表第３（第５条関係）
　出先機関等専決事項

別表第３（第５条関係）
　出先機関等専決事項

長 長 佐 ー
ダ
ー

　［略］
６　文書
　等に関
　する事
　務

（１）〜（３）　［略］
（４）　個人情報の保護に関
　する法律（平成15年法律
　第57号）及び宮崎県個人
　情報の保護に関する法律
　施行条例（令和４年宮崎
　県条例第38号）に基づく
　保有個人情報の開示等の
　請求に対する決定、通知
　及び意見聴取に関するこ
　と。

　［略］

（５）〜（８）　［略］
　［略］

区分 事務 事項
出先機関の
長及び教育
機関の長共
通専決事項

　［略］
２　その他の
　事務

（１）　［略］
（２）　個人情報の保護に関する
　法律及び宮崎県個人情報の保
　護に関する法律施行条例に基
　づく保有個人情報の開示等の
　請求に対する決定、通知及び
　意見聴取に関すること。
（３）　［略］

教育事務所
長共通専決
事項

１　県費負担
　教職員等に
　関する事項

（１）・（２）　［略］
（３）　市町村立学校の非常勤職
　員（地方公務員法第22条の４
　第１項に規定する短時間勤務
　の職を占める職員（以下「定
　年前再任用短時間勤務職員」
　という。）を除く。）の任用
　に関すること。

　［略］
　［略］
県立学校長
共通専決事
項

１　職員の服
　務等に関す
　る事務

（１）〜（11）　［略］
（12）　非常勤職員（定年前再任
　用短時間勤務職員を除く。）
　の任用に関すること。
（13）　［略］

　［略］
３　その他の
　事務

（１）　［略］
（２）　個人情報の保護に関する
　法律及び宮崎県個人情報の保
　護に関する法律施行条例に基
　づく保有個人情報の開示等の
　請求に対する決定、通知及び
　意見聴取に関すること。

　［略］

長 長 佐 ー
ダ
ー

　［略］
６　文書
　等に関
　する事
　務

（１）〜（３）　［略］
（４）　宮崎県個人情報保護
　条例（平成14年宮崎県条
　例第41号）に基づく保有
　個人情報の開示等の請求
　に対する決定、通知及び
　意見聴取に関すること。

　［略］

（５）〜（８）　［略］
　［略］

区分 事務 事項
出先機関の
長及び教育
機関の長共
通専決事項

　［略］
２　その他の
　事務

（１）　［略］
（２）　宮崎県個人情報保護条例
　に基づく個人情報の開示等の
　請求に対する決定、通知及び
　意見聴取に関すること。

（３）　［略］
教育事務所
長共通専決
事項

１　県費負担
　教職員等に
　関する事項

（１）・（２）　［略］
（３）　市町村立学校の非常勤職
　員（地方公務員法第28条の５
　第１項に規定する短時間勤務
　の職を占める職員（以下「再
　任用短時間勤務職員」という
　。）を除く。）の任用に関す
　ること。

　［略］
　［略］
県立学校長
共通専決事
項

１　職員の服
　務等に関す
　る事務

（１）〜（11）　［略］
（12）　非常勤職員（再任用短時
　間勤務職員を除く。）の任用
　に関すること。
（13）　［略］

　［略］
３　その他の
　事務

（１）　［略］
（２）　宮崎県個人情報保護条例
　に基づく保有個人情報の開示
　等の請求に対する決定、通知
　及び意見聴取に関すること。

　［略］
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　　　附　則
　（施行期日）
１　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例（令和４年宮崎県条例第42号）附則第５条第１項又は第２項の規定により採用され
　た者及び市町村立学校職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例（令和４年宮崎県条例第45号）附則第５条第１項又は第２項の
　規定により採用された者に関するこの訓令による改正後の別表第３の規定の適用については、教育事務所長専決事項の項中「定年前再任
　用短時間勤務職員」という。）を除く。）」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員」という。）及び市町村立学校職員の定年等に関
　する条例等の一部を改正する条例（令和４年宮崎県条例第45号）附則第５条第１項又は第２項の規定により採用された者を除く。）」と
　、県立学校長共通専決事項の項中「定年前再任用短時間勤務職員を除く。）」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年
　等に関する条例等の一部を改正する条例（令和４年宮崎県条例第42号）附則第５条第１項又は第２項の規定により採用された者を除く。
　）」とする。

監査委員公告

監査委員公告
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第 199条第１項、第２項及び
第４項の規定により令和４年12月15日から令和５年３月９日までの
間に実施した監査（定期監査）の結果、同条第１項、第２項及び第
５項の規定により令和４年10月４日から令和４年11月25日までの間
に実施した監査（随時監査）の結果及び同条第２項の規定により令
和４年６月２日から令和５年３月９日までの間に実施した監査（行
政監査）の結果を、同条第９項の規定により、別冊のとおり公表す
る。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　宮崎県監査委員　緒　方　文　彦
　　　　　　　　　　　　　　宮崎県監査委員　安　樂　健　一
　　　　　　　　　　　　　　宮崎県監査委員　丸　山　裕次郎
　　　　　　　　　　　　　　宮崎県監査委員　山　下　博　三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
監査委員公告
　令和５年１月５日付けで提出した監査の結果に対して、宮崎県知
事から措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法（昭和22年
法律第67号）第 199条第14項の規定により、別冊のとおり公表する
。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　宮崎県監査委員　緒　方　文　彦
　　　　　　　　　　　　　　宮崎県監査委員　安　樂　健　一
　　　　　　　　　　　　　　宮崎県監査委員　丸　山　裕次郎
　　　　　　　　　　　　　　宮崎県監査委員　山　下　博　三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
監査委員公告
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第 252条の37第５項の規定に
より、包括外部監査人坂元隆一郎から監査の結果に関する報告の提
出があったので、同法第 252条の38第３項の規定により、別冊のと
おり公表する。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　宮崎県監査委員　緒　方　文　彦
　　　　　　　　　　　　　　宮崎県監査委員　安　樂　健　一
　　　　　　　　　　　　　　宮崎県監査委員　丸　山　裕次郎
　　　　　　　　　　　　　　宮崎県監査委員　山　下　博　三

正　　　　　誤

　令和２年８月20日付け県公報（第 131号）中

ページ 段 行 誤 正

４ 左 32
東諸県郡綾町大字
北俣字麗1042番６
及び1043番13

東諸県郡綾町大字北
俣字麓1042番６及び
1043番13
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